機密保持契約書


[bookmark: Text1]　株式会社スマイルコレクション（以下「甲」という。）と、■相互開示する企業様名■（以下「乙」という。）は、以下の通り機密保持契約（以下、「本契約」という）を締結する。なお、本契約においては、当事者の一方が相手方に機密情報を開示した、又は開示する立場にある者を、「開示者」といい、相手方より機密情報の開示を受けた、又は受ける立場にある者を「被開示者」という。

第１条（定義）
１．本契約において「機密情報」とは、甲乙間の取引の一切（以下、「本取引」という）にあたり被開示者が入手・知得し得る技術情報、営業情報、その他第三者に開示されれば開示者の利益を害し、または損失となる虞のある一切の情報（以下、「機密情報」という）をいい、有形であるか無形であるかを問わない。なお、本契約の締結の事実および本取引についても、「機密情報」に含まれるものとする。
２．前項の規定に関わらず、被開示者が以下の各号に該当する事を証明し得る情報については「機密情報」から除外されるものとする。
(1)「機密情報」を取得した時に、既に公知となっている情報
(2)「機密情報」を取得した後に、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)「機密情報」を取得する前に、被開示者が既に保有していた情報
(4)「機密情報」を取得した後に、被開示者が「機密情報」によることなく、独自に開発した情報
(5)「機密情報」を取得した後に、被開示者が正当な権利を有する第三者から如何なる守秘義務も負うこと
なく、かつ、適法に入手した情報
(6)開示者が「機密情報」としての扱いから除外することに同意した情報

第２条（目的）
１．本契約は、本取引を行うにあたり、開示者が被開示者に開示する情報の取扱いを定めることを目的とする。なお、開示者は、いかなる場合においても、「機密情報」の開示を強制されるものではない。
２．開示者は、本契約に基づく被開示者への「機密情報」の開示により、甲乙間で取引を開始することを確約するものではない。

第３条（機密保持）
１．被開示者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、方法及び形態の如何にかかわらず、本契約の存在及び事実ならびにその他一切の「機密情報」を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。
２．司法・行政機関の要請または法令に基づき「機密情報」が開示される場合は前項の限りではないが、その旨を直ちに開示者に報告する義務と、必要最小限かつ機密性を保持された開示となるよう努める義務を被開示者は負うものとする。
３．被開示者は、「機密情報」を本取引を行うために「機密情報」を知る必要のある自己の役員及び従業員にのみ開示し、善良なる管理者の注意をもって「機密情報」を管理しなければならない。
４．被開示者は、事前に開示者の書面による承諾を得た場合は、「機密情報」を第三者に開示することができる。この場合、本契約に基づき自己に課されている義務と同等の義務を当該第三者にも課すとともに、当該第三者の義務の履行につき開示者に対して保証しなければならない。

第４条（遵守事項）
１．被開示者は、「機密情報」を事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、当該機密情報を開示する目的となった取引以外の目的に使用してはならない。
２．被開示者は、「機密情報」を複写・複製してはならない。但し、事前に開示者の書面による承諾を得た場合は、承諾を得た数量に限り「機密情報」を複写・複製することができ、当該複写・複製物についても「機密情報」と同様に取り扱うものとする。
３．被開示者は、「機密情報」を逆コンパイル、逆アセンブルなどのリバースエンジニアリングその他の方法により解析してはならない。
４．被開示者は、自らまたは第三者をして「機密情報」を冒用し、そのまま、またはこれに補足する等して完成させ、これを産業財産権として登録出願しまたは著作権登録申請してはならない。

第５条（知的財産権の取扱い）
　本契約は、開示者が「機密情報」に関して保有する特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権の如何なる権利の譲渡又は許諾を意図するものではない。

第６条（内部者（インサイダー）取引の禁止）
　「機密情報」が金融商品取引法及びその他の関連法規にいう内部者（インサイダー）情報に該当する場合は、これを使用して有価証券取引を行ってはならない。

第７条（返還又は破棄）
　被開示者は、本取引もしくは本契約が終了した場合、その終了の事由を問わず、開示者より請求があった場合又は「機密情報」が不要となった場合は、開示者の指示に従い直ちに「機密情報」及びその複製物を返還し、又は開示者の指示に従いそれらを破棄するものとする。

第８条（保管状況の監査）
　開示者は、事前に通知した上で、被開示者の本契約に定める義務の履行状況を調査するために、被開示者の業務に支障のない範囲で、被開示者の「機密情報」の保管場所に立ち入ることができるものとする。

第９条（報告義務）
　被開示者は、本契約に違反して機密情報が本取引以外の目的に利用され、また第三者に開示、漏洩させたことが判明した場合には、直ちに開示者に報告しなければならない。

第１０条（損害賠償）
１．開示者は、被開示者が本契約に違反した場合、被開示者に対し、当該違反によって生じた損害の賠償を請求することができる。
２．前項の場合において、被開示者は損害の拡大防止に適切な措置をとらなければならない。また、開示者は被開示者に対し損害拡大を防止するための措置について指示することができる。

第１１条（反社会的勢力との関係）
　甲及び乙は、暴力団、暴力団関係団体、公共の福祉に反する活動を行う団体、その他の反社会的勢力でないこと、また、当該団体と関与していないことを表明し、保証する。

第１２条（期間）
１．本契約の有効期間は、本契約締結日から１年間とする。ただし期間満了の１ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による解約の意思表示がないときは、本契約と同一条件で更に１年間延長するものとし、以後も同様とする。
２．本契約が期間満了、解除等により終了した場合といえども、甲および乙に課せられた本契約所定の義務は引き続き有効に存続するものとする。

第１３条（協議）
　甲及び乙は、本契約に定めのない事項、本契約各条項の解釈に疑義が生じた事項については誠意をもって協議し、これを処理解決する。

第１４条（合意管轄）
　甲及び乙は、本契約に関する訴訟等が生じたときは、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。

[bookmark: Text2]令和 ●●年 ●月 ●●日

甲：　　 東京都台東区上野3丁目16-2天翔オフィス上野末広町802号室
株式会社スマイルコレクション
代表取締役　坂本　強

[bookmark: Text3]乙：　　 相互開示する企業様　住所
[bookmark: Text4]相互開示する企業様　住所２
相互開示する企業様　会社名
相互開示する企業様　代表取締役名
